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610万円まで贈与税非課税に 

 

経済危機の追加対策としての税制改正法案が先日国会に提出されました。年の中途での税制
改正は異例で、ねじれ国会において法案が成立するかどうかはまだ不透明な面もありますが、
具体的な内容は大きく3項目あります。 
 
○ 住宅取得資金の贈与について500万円まで贈与税を非課税 
○ 中小企業の交際費等の限度額を400万円から600万円に拡大 
○ 研究開発税制の拡充 
 
中でも、住宅取得資金の贈与税の 500 万円非課税制度については一般的に影響が大きいもの

と思われますので、従来の贈与税制も含めて概要をご紹介します。 
 

１．住宅取得資金の贈与税の500万円非課税制度の概要 
2009年1月1日～2010年12月31日に20歳以上の者が、居住用家屋の取得(敷地の取得

含む)や増改築等に充てるために、父母又は祖父母から受ける金銭の贈与については、500
万円まで贈与税は非課税とする。 
 

２．従来の贈与税非課税制度との比較 
 Ａ Ｂ Ｃ 

 500万円非課税制度(案) 暦年課税 相続時精算課税制度 

贈 与 者 
父母又は祖父母 原則制限なし 65 歳以上(住宅取得資金等は年

齢制限なし)の父母 

受 贈 者 20歳以上の子又は孫 原則制限なし 20歳以上の子 

非課税額 
500万円 年110万円 累積2500万円(住宅取得資金等

は3500万円) 

使    途 
住宅取得資金等に限る 制限なし ・2500万円まで制限なし 

・2500万円超3500万円までは

住宅取得資金等に限る 

住宅取得
資金の場
合の条件 

Ｃ の相続時精算課税制度

とほぼ同様になると思われ

ます。 

 

制限なし 

 

・床面積 50 ㎡以上の新築又は

筑後 20 年 (耐火建築は 25

年) 以内の既存住宅の取得 

・100万円以上の一定の増改築

適用期間 
2009年1月～2010年12月 期限なし 住宅取得資金等は2009年12月

まで 

 
３．他の贈与非課税制度との関係 
(１)ＡとＢの組み合わせで、年間最大610万円(500万円＋110万円)の贈与まで非課税 

   なお、610万円の贈与の場合、従来の110万円の非課税のみでは、贈与税額は85万円
となります。 

(２)ＡとＣの組み合わせでは、年間最大4,000万円(500万円＋3,500万円)の贈与まで非課税 
但し、Ｃの相続時精算課税制度では以下のような利用制限があります。 

・制度の対象となる親の相続時に、本制度を選択した贈与財産を「贈与時の時価」にて相
続財産に合算し、通常通り相続税を計算する。 

・本制度を選択した親から子への贈与は、Ｂの従来の年 110 万円控除は利用できない。但
し、選択した親以外の親族や第三者からの贈与には110万円の控除の利用は可能。 

  
上記は現行税制に基づき適用されるもので、詳細な適用要件が必要です。実施に当たっては専門家にご相談

の上、ご自身の責任で実施いただきますようご留意願います。 
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